
静岡県では、東京23区の在住者又は東京圏（東京・神奈川・千葉・

埼玉）在住で23区への通勤者が、静岡県内に移住し、本県が選定し

た中小企業等に就職した場合に、100万円（単身の場合は60万円）

を支給する「移住・就業支援金制度」を2019年度に開始しました。

静岡県移住・就業支援金の詳細は

移住・定住情報サイト「ゆとりすと静岡」

で御案内しています。

https://iju.pref.shizuoka.jp/news/ijushienkin.html
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次の①②③のすべてに該当する方が対象となります。

移住・就業支援金の対象

①【移住元】東京23区の在住者又は東京23区への通勤者

（直近５年以上）

東京圏とは？

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

対象となる通勤者の詳細は？

移住する直前に、連続して５年以上、東京圏（条件不利地域を除く）に
在住し、かつ、東京23区に通勤していた方

※雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に
限ります。

条件不利地域とは？

過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法等の対象地域を有する市町
村（政令指定都市を除く）です。市町村名は県ＨＰを確認してください。

https://iju.pref.shizuoka.jp/news/ijushienkin.html

②【移住先】静岡県への移住者（県内全市町が対象）

いつ移住しても対象になるの？

以下のとおり、期間等に要件があります。

・平成31年４月１日以降の移住であること。

・支援金の申請時に、移住後３か月以上１年以内であること。

・移住先の市町に、支援金申請後５年以上継続して居住する意思がある
こと。

次の方は対象外となります。

暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者
外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住
者、特別永住者のいずれの在留資格も有しない者

移住とは？

住民票を静岡県内の市町に異動し、生活の本拠を当該市町に移すことを
いいます。



③【就業・起業】静岡県又は他の都道府県がマッチングサイトに

支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方又は起業支援

金の交付決定を受けた方

対象となる求人はどんなもの？

静岡県又は他の都道府県が選定した法人であって、週20時間以上の無
期雇用契約の求人が対象です。

マッチングサイトとは？

静岡県が東京圏の求職者と本県の中小企業等のマッチングを図るため
のサイト「しずおか就職net」や、その他の都道府県が同様の目的で開
設するサイトといいます。

しずおか就職net https://www.koyou.pref.shizuoka.jp/sp/

ただし、就業者にとって３親等以内の親族が代表者、取締役などの経営
を務めている法人への就業は対象外です。

起業支援事業とは？

静岡県が起業支援機関を設置して地域課題の解決を目的とした社会的
事業の起業を支援し、開業に至った場合に伴走支援を行うとともに、一
部開業資金の補助を行う事業です。詳細については、静岡県経済産業
部商工振興課054-221-2990へお問い合わせください。

移住・就業支援金の交付までの流れ

平成31年4月1日

住民票の異動（移住）

マッチングサイト
に対象の求人が掲
載（4月末予定）

対象企業へ
就職活動 内定 就業

就業後3か月
以上経過

支
援
金
支
給

移住後3か月以上1年以内

移住先市町
へ支援金申
請手続き

対象求人に採用されたらすぐ申請できる？

就業後３か月以上経過した後に申請ができます。



静岡県内市町の連絡先

静岡県では県内全市町で移住・就業支援金制度を実施しています。

申請書類等の詳細については各市町へお問い合わせください。

静岡県くらし・環境部企画政策課（移住・定住促進班）

電話054-221-2610 ﾒｰﾙ iju@pref.shizuoka.lg.jp




